
静岡県告示第173号 

 林業種苗法（昭和45年法律第89号）第９条第１項の規定に基づき、育種母樹林を次のとおり解除する。 

  平成30年３月20日                                       

                              静 岡 県 知 事  川 勝 平 太   

区分 
指定 

番号 

指定採取源 

の種類 
樹種 本数 面積 

指定採取源の 

所在場所 

所有者 

氏名 住所 

解除 
静育 

513－１ 
育種母樹林 ヒノキ 112本 0.31 ha 

浜松市浜北区

於呂 
静岡県 

静岡市葵区追手町

９－６ 

解除 
静育 

513－２ 
育種母樹林 ヒノキ 334本 0.70 ha 

浜松市浜北区

於呂 
静岡県 

静岡市葵区追手町

９－６ 

 


